
11
月
は
、

市
税
収
納
強
化
月
間
で
す

　
毎
月
第
２・
４
日
曜
日
に
市
民

課
で
扱
う
一
部
証
明
を
交
付
し
て

い
ま
す
。

■
日
時　
10
月
９
日（
日
）、23
日（
日
）

　
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

■
場
所　
市
民
課(

左
図
①
）

■
取
り
扱
う
証
明

　
住
民
票
の
写
し
、
印
鑑
登
録
証

明
書
（
印
鑑
登
録
証
が
必
要
）

※
住
民
票
の
写
し
は
、
本
人
及
び

世
帯
員
以
外
の
人
に
は
交
付
で
き

ま
せ
ん
。
申
請
に
は
運
転
免
許
証

な
ど
の
本
人
確
認
が
必
要
で
す
。

問
市
民
課
市
民
班

　

（
93
）
４
０
８
６

■
日
時　
10
月
23
日
（
日
）

　
　
　
　
午
前
９
時
～
午
後
４
時

■
場
所　
国
保
年
金
課(

左
図
②
）

■
納
付
相
談
な
ど
の
対
象

　
市
・
県
民
税
、
固
定
資
産
税
・

都
市
計
画
税
、
軽
自
動
車
税
、
国

民
健
康
保
険
税

問
い
合
わ
せ
先

●
納
税
課
納
税
班

　

（
93
）
０
４
３
３

●
国
保
年
金
課
国
保
税
班

　

（
93
）
４
０
８
４市役所本庁舎

分
庁
舎

中央
公民館

①

入口

②

すこやか
センター

駐
車
場

い
つ
で
も
納
付
で
き
ま
す
。

■
そ
の
他

○
納
付
金
額
に
応
じ
て
手
数
料
が

　
か
か
り
ま
す
。

○
納
期
限
が
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
と

　
き
は
納
付
で
き
ま
せ
ん
。

コ
ン
ビ
ニ

　

納
付
書
を
持
参
し
て
納
め
る

こ
と
が
で
き
ま
す
（
現
金
の
み
）。

手
数
料
は
か
か
り
ま
せ
ん
。

※
次
の
納
付
書
は
使
用
で
き
ま
せ
ん
。

○
一
枚
の
納
付
書
が
30
万
円
を
超

　
え
る
も
の

○
納
期
限
が
過
ぎ
て
い
る
納
付
書

○
バ
ー
コ
ー
ド
表
示
の
な
い
納
付
書

窓
口
で
納
付

○
金
融
機
関
窓
口
や
、
市
会
計
課
、

　
日
吉
台
出
張
所
で
納
付
で
き
ま
す
。

○
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
や
郵
便
局
で
は
、

　
納
期
限
が
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
と

　
き
は
、
納
付
で
き
ま
せ
ん
。

注
意
事
項

○
ペ
イ
ジ
ー
や
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド

　
を
利
用
し
て
納
付
し
た
と
き
は
、

　
領
収
証
書
は
発
行
さ
れ
ま
せ
ん
。 

○
納
税
証
明
書
が
至
急
で
必
要
な

　
と
き
は
、
領
収
証
書
が
必
要
と

　
な
り
ま
す
の
で
、
領
収
証
書
が

　
発
行
さ
れ
る
納
付
方
法
を
利
用

　
し
て
く
だ
さ
い
。

平成28年度市税の納期限日
市
・
県
民
税

固
定
資
産
税

都
市
計
画
税

軽
自
動
車
税

国
民
健
康
保
険
税

５月２日（月） ①
５月31日（火） 全期
６月30日（木） ①
８月１日（月） ② ①
８月31日（水） ② ②
９月30日（金） ③ ③
10月31日（月） ③ ④
11月30日（水） ⑤
12月26日（月） ④ ⑥
平成 29 年
１月31日（火） ④ ⑦

２月28日（火） ⑧

税　目

納期限日

※表内の丸数字は市税の各期別

問
納
税
課
管
理
班　

（
93
）
０
４
３
４

納
税
に
困
っ
た
ら

必
ず
相
談
を
！

市
税
の
納
期
内
納
付
に

ご
協
力
を
！

　
市
税
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
が
健

康
で
安
全
、
快
適
な
暮
ら
し
が
で

き
る
よ
う
、
福
祉
や
教
育
の
充
実
、

都
市
基
盤
の
整
備
、
消
防
・
救
急

活
動
を
す
る
た
め
に
欠
く
こ
と
の

で
き
な
い
貴
重
な
財
源
で
す
。

　
市
税
の
納
期
内
納
付
に
ご
協
力

く
だ
さ
い
。
な
お
、
市
税
の
納
付

方
法
は
次
の
と
お
り
で
す
。

口
座
振
替

　
口
座
か
ら
納
期
限
日
に
自
動
的

に
引
き
落
と
す
便
利
な
制
度
で
す
。

■
申
込
方
法

①
ハ
ガ
キ
タ
イ
プ
の
申
込
書

　
市
役
所
（
納
税
課
な
ど
）
と
日

吉
台
出
張
所
に
備
え
付
け
て
あ
り

ま
す
。
納
税
課
窓
口
に
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。
※
郵
送
も
可
能

②
Ａ
４
サ
イ
ズ
の
申
込
み
書（
複
写
）

　
納
税
課
と
市
内
金
融
機
関
に
備

え
付
け
て
あ
り
ま
す
。
納
税
課
ま

た
は
市
内
金
融
機
関
に
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

ペ
イ
ジ
ー(Pay-Easy)

■
Ａ
Ｔ
Ｍ

　
ペ
イ
ジ
ー
に
対
応
し
て
い
る
金

融
機
関
の
Ａ
Ｔ
Ｍ
で
納
付
で
き
ま

す
。
操
作
方
法
な
ど
詳
し
く
は
各
金

融
機
関
へ
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ

い
。

※
Ａ
Ｔ
Ｍ
の
時
間
外
利
用
手
数
料

な
ど
、
一
部
の
サ
ー
ビ
ス
に
対
し

て
手
数
料
な
ど
が
必
要
な
場
合
が

あ
り
ま
す
。

■
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
モ
バ
イ
ル

　
バ
ン
キ
ン
グ

　
パ
ソ
コ
ン
や
携
帯
電
話
で
納
付

で
き
ま
す
。
ペ
イ
ジ
ー
に
対
応
し

て
い
る
金
融
機
関
と
契
約
が
必
要

で
す
。
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
て

く
だ
さ
い
。

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド

　
「Y

a
h
o
o
!

公
金
支
払
い
」 

へ
ア

ク
セ
ス
し
、
必
要
情
報
を
入
力
す

る
こ
と
で
、
自
宅
や
外
出
先
か
ら

　
病
気
や
失
業
な
ど
、
特
別
な
事

情
で
期
限
ま
で
に
納
付
で
き
な
い

と
き
は
、
必
ず
相
談
し
て
く
だ
さ

い
。

　

相
談
が
な
い
ま
ま
放
置
す
る

と
、
納
期
内
に
納
付
し
た
人
と
の

公
平
性
確
保
の
た
め
、
本
来
納
め

る
税
額
に
加
え
、
延
滞
金
の
納
付

や
差
押
え
な
ど
の
滞
納
処
分
を

受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

市 税 は

貴 重 な

財源です

　
市
で
は
、
税
負
担
の
公
正
・
公

平
性
の
確
保
と
各
種
行
政
サ
ー
ビ

ス
の
維
持
を
目
的
に
、
11
月
を
市

税
収
納
強
化
月
間
と
し
て
、
市
税

な
ど
の
未
納
が
あ
る
人
を
対
象
に

電
話
催
告
や
休
日
納
付
相
談
な
ど

の
取
り
組
み
を
強
化
し
ま
す
。

　
11
月
は
、
毎
週
日
曜
日
に
次
の

取
り
組
み
を
行
い
ま
す
。

○
休
日
電
話
催
告
の
強
化

　
市
税
の
納
付
遅
れ
や
滞
納
額
の

増
加
を
防
止
す
る
た
め
、
納
期
限

ま
で
の
納
付
が
確
認
で
き
な
い
人

に
電
話
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
な
お
、
特
定
の
金
融
機
関
や
口

座
番
号
へ
の
振
り
込
み
指
示
は
行

い
ま
せ
ん
。

■
時
間　
午
前
９
時
～
午
後
４
時

○
11
月
は
毎
週
実
施
！

市
税
休
日
納
付
相
談

　
特
別
な
事
情
で
市
税
の
納
付
が

困
難
な
人
の
休
日
納
付
相
談
を
実

施
し
て
い
ま
す
。（
納
付
書
が
な

い
人
で
も
納
付
で
き
ま
す
。）

■
日
時

　
11
月
６
日
（
日
）、
13
日
（
日
）、

　
　
　
20
日
（
日
）、
27
日
（
日
）

　
午
前
９
時
～
午
後
４
時

■
場
所　
国
保
年
金
課

※
出
入
口
は
、
す
こ
や
か
セ
ン

タ
ー
の
警
備
室
で
す
。

※
10
月
の
納
付
相
談
な
ど
、
詳
し
く

は
こ
の
ペ
ー
ジ
下
段
の
「
市
税
休
日

納
付
相
談
」
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

●
納
税
課
納
税
班

　

（
93
）
０
４
３
３

●
国
保
年
金
課
国
保
税
班

　

（
93
）
４
０
８
４

市
民
課
一
部
証
明
交
付

市
税
休
日
納
付
相
談

6

　
成
田
都
市
計
画
事
業
七
栄
北
新

木
戸
土
地
区
画
整
理
事
業
区
域
内

の
保
留
地
（
宅
地
）
を
販
売
し
て

い
ま
す
。
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ

て
く
だ
さ
い
。

■
保
留
地
概
要

　
富
里
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
近
く

　
（
案
内
図
参
照
）

○
４
街
区
２
画
地

○
用
途　
近
隣
商
業
地
域

　
（
地
区
計
画
に
よ
る
用
途
制
限
あ
り
）

○
地
積　
１
、２
３
２
・
80
㎡

○
建
ぺ
い
率　
60
％

○
容
積
率　
２
０
０
％

○
販
売
価
格

　
５
、８
３
１
万
１
、４
４
０
円

○
契
約
保
証
金

　
１
、１
６
６
万
２
、２
８
８
円

※
契
約
保
証
金
は
売
買
代
金
へ
充

当
し
ま
す
。

■
申
込
方
法

　
保
留
地
買
受
申
込
書
（
※
）
を

都
市
整
備
課
窓
口
に
提
出

※
保
留
地
販
売
案
内
書
（
保
留
地

買
受
申
込
書
）
は
都
市
整
備
課

窓
口
で
配
布
し
て
い
る
ほ
か
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

で
き
ま
す
。

問
・
申
込
先

　

都
市
整
備
課
区
画
整
理
班

　

（
93
）
５
３
４
７

対象地

案内図
人
と
緑
の
共
生
す
る
都
市
を
め
ざ
し
て

保
留
地（
宅
地
）を
販
売
し
ま
す


